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神
埼
市
庁
舎
（
本
庁
）
で
は
、
毎
週
（
平

日
）
火
曜
日
は
、
午
後
７
時
ま
で
窓
口
業
務

を
行
っ
て
い
ま
す
。
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※
印
鑑
登
録
証
明
書
の
発
行
は
、
必
ず
印
鑑

登
録
証（
カ
ー
ド
）を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
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資
格
取
得
（
転
入
・
社
保
離
脱
・
出
生
等
）、

資
格
喪
失
（
転
出
・
社
保
加
入
・
死
亡
等
）

乳
幼
児
医
療
費
助
成
、就
学
前
医
療
費
助
成
、

葬
祭
費
助
成
各
申
請
受
付

�
�
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�
	


�

　

歳
到
達
、転
入
、転
出
、死
亡
で
の
資
格

７５得
喪
、葬
祭
費
各
申
請
受
付
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現
在
、
神
埼
市
役
所
、
脊
振
総
合
支
所
で

は
、
時
間
外
に
戸
籍
届
出
（
婚
姻
・
出
生
・

死
亡
な
ど
）
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

千
代
田
総
合
支
所
で
も
戸
籍
の
届
出
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
平
日
の
時
間
外
、土
・
日
・
祝
日
・
年
末
年

始
な
ど
に
ご
利
用
で
き
ま
す
。
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旧
町
村
（
神
埼
町
・
千
代
田
町
・
脊
振
村
）

発
行
の
印
鑑
登
録
証
を
「
神
埼
市
印
鑑
登
録

証
」
へ
切
替
え
を
行
っ
て
い
ま
す
。

手
続
き
の
際
に
は
、「
旧
町
村
発
行
の
印

鑑
登
録
証
」と
新
登
録
証
受
取
用
の「
認
印
」

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
各
総
合
支
所
の
市
民
福
祉
課
で
も
切
替

え
を
行
っ
て
い
ま
す
。
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神
埼
市
役
所　

市
民
課

�
３
７�
０
１
１
６
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毎月の保険料は４月上旬に送付される１年分の

「納付書」で、翌月の末日までに金融機関（ゆう

ちょ銀行を含む）または、コンビニエンスストア

で納めてください。また、口座振替等もご利用で

きます。

�������	

保険料は１年分または６か月分など、定められ

た月数について前納すると割引になります。平

成２２年度の１年分の保険料を納付書で平成２２年

４月３０日（金）までに前納すると１７７,９８０円とな

り、年間３,２２０円の割引になります。

また、毎月納める場合も月々の保険料を「口座

振替の早割」で納期限より１か月早く納付すると

年間６００円（月額５０円）の割引になります。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

�������

日本年金機構佐賀年金事務所　�３１�４１９１

神埼市役所　市民課　�３７�０１１５
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・他の市町村から転入してきたとき

・職場の健康保険などをやめたとき

・職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

・子どもが生まれたとき

・他の市町村へ転出するとき

・職場の健康保険に加入したとき、または被扶養

者になったとき

・国保の被保険者が死亡したとき　など

�������	
��	
����

加入資格を得た月までさかのぼって保険税を

納めなければならなくなったり、保険証がないた

め、その間にかかった医療費は全額自己負担とな

りますので、ご注意ください。

※手続きの際は、保険証や印鑑のほか届け出の内

容により必要となるものがありますので、お問

い合わせください。（総合支所でも手続きがで

きます。）

�������

神埼市役所　市民課　�３７�０１１５
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６
５
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
の
お
知
ら
せ
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
法
律
に
よ
り

２
年
ご
と
に
保
険
料
率
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
あ
た
り
い
く
ら

と
決
め
ら
れ
る「
被
保
険
者
均
等
割
額
」と
被

保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
決
め
ら
れ
る「
所
得

割
額
」を
合
計
し
た
額
と
な
り
、
対
象
と
な
る

被
保
険
者
の
方
全
員
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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世
帯
内
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
全
員
と
世
帯
主
の
総
所
得
金
額
等
の

合
計
額
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
、
被
保
険
者
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

所
得
割
を
負
担
す
る
方
の
う
ち
、
賦
課
の
も

と
と
な
る
所
得
金
額
（
基
礎
控
除
後
の
総
所

得
金
額
等
）
が　

万
円
以
下
の
方
（
年
金
収

５８

入
の
み
の
場
合
の
例
と
し
て
は
、
年
金
収
入

１
５
３
万
円
か
ら
２
１
１
万
円
ま
で
の
被

保
険
者
）
は
、�
�
�
�
と
な
り
ま
す
。
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�
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
る
前

日
に
お
い
て
、
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
方
は
、
所
得
割
は
課
さ
れ
ず
、
均
等

割
が�
�
�
��
�
�
	
��
�
�
�
�
と
な

り
ま
す
。
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２
か
月
ご
と
に
払
わ
れ
る
年
金
か
ら
お
支

払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

た
だ
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介
護

保
険
料
を
合
計
し
て
、
年
金
額
の
半
分
を
超

え
る
場
合
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で

の
お
支
払
い
と
な
り
ま
す
。
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被
保
険
者
ご
本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者
等
の

方
の
口
座
か
ら
の
振
替
に
よ
り
お
支
払
い

い
た
だ
き
ま
す
。

※
市
民
課
で
納
付
方
法
変
更
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。

※
世
帯
主
、
配
偶
者
等
の
方
の
口
座
か
ら
の
お

支
払
い
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
方
の
社
会
保
険

料
控
除
と
な
り
ま
す
の
で
、
世
帯
と
し
て
の

所
得
税
・
住
民
税
が
減
額
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
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神
埼
市
役
所　

市
民
課

�
３
７�
０
１
１
５

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

�
６
４�
８
４
７
６

�������	
�����	
�����
平成２２年度後期高齢者医療保険料、国民健康保険税は、６月に平成２１年

中の所得により本算定を行い、平成２２年度の年税額を決定します。
このため、保険料が確定するまでの納付方法は、次のとおりとなります。
�������	
��…４・６・８月は、平成２２年２月と同額を暫定で
天引きするようになります。６月に保険料・保険税確定後、１０月から差
額を期割させていただきます。
※特別徴収の中止の申し出をされた方は、含まれません。
�������	
�����…６月に保険料・保険税が確定してから
３月までの１０期に分けて納入していただきます。

�������　神埼市役所　市民課　�３７�０１１５、税務課　�３７�０１１４

�

�

�

�

���������������������

���������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

����
�����
����

�������	
�����

����������
����� ���	
�����������
�������	
�����������

������������������ ���	
��������

�����������
����� ���	
�����	
�����
���� ������	
��������
������

�����������
����� ���	
���	
������
�������	
��

�������	
 ������������

�������	���
������������



���������� ��

����������������������
���������	
���������������������������������

�������	
��������������	
�	�����
�������	
��
���������	
��������������������������������

�������������������
���������	��
�������������������������������

�������	
��������������	
���������	
������������������������������������

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
��
��
	


�
�
�
�
�
�

��平
成　

年
度
の
介
護
保
険
料
は
４

２２

月
１
日
現
在
の
世
帯
に
お
け
る
住
民

税
の
課
税
状
況
等
に
よ
っ
て
７
月
に

確
定
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、
保
険
料
が
確
定
す
る

ま
で
の
納
付
方
法
は
、
次
の
と
お
り

と
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
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４
・
６
・
８
月
の
納
付
額
は
、
平

成　

年
度
の
住
民
税
の
課
税
状
況
が

２２
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
平
成　

年
２１

度
２
月
と
同
額
を
天
引
き
す
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

�������	
�����

４
月
か
ら
７
月
ま
で
は
平
成
２
２

年
４
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
の

世
帯
の
状
況
と
、
平
成　

年
度
住
民

２１

税
の
課
税
状
況
等
に
よ
り
算
定
し
た

保
険
料
を
暫
定
的
に
納
付
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
送
付
さ
れ
る
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

平
成　

年
度
の
納
入
通
知
書
は
、

２２

４
月
中
旬
頃
に
送
付
し
ま
す
。

�������	

�	���

��

介
護
保
険
料
の
通
知
書
を　

歳
に

６５

な
る
月
の
翌
月
に
送
付
し
ま
す
。　

徴
収
方
法
は
、「
普
通
徴
収
」
と
な

り
ま
す
の
で
、
送
付
さ
れ
る
納
付
書

ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
毎
月
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
天
引
き
が
開
始
さ
れ

る
の
は
、　

歳
到
達
か
ら
お
お
む
ね

６５

６
ヵ
月
後
か
ら
と
な
り
ま
す
。
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�

手
続
き
は
、
納
入
通
知
書
に
同
封

さ
れ
て
い
る
申
込
書
に
記
入
し
て
ポ

ス
ト
に
投
函
す
る
だ
け
で
す
。
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火
災
な
ど
の
特
別
な
事
情
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、

保
険
料
を
減
免
す
る
等
の
制
度
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
段
階
が
第

３
段
階
の
方
を
対
象
と
し
た
減
免
制

度
も
あ
り
ま
す
。

第
３
段
階
の
方
を
対
象
と
し
た
減

免
申
請
は
、
７
月
下
旬
か
ら
受
け
付

け
ま
す
。
市
役
所
ま
た
は
総
合
支
所

の
介
護
保
険
窓
口
か
佐
賀
中
部
広
域

連
合
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
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神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

�
３
７�
０
１
１
１

佐
賀
中
部
広
域
連
合

�
４
０�
１
１
３
５
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※７回以上出席して、修了証を受
け取られていない方は、次の窓
口で預かっています。
※平成２２年度の受付は、４月１日
（木）から開始します。受講を
希望される方は、５月２０日（木）
の開校式までに手続きを済ませ
ましょう。
�����

脊振公民館、神埼市中央公民館
千代田総合支所内　社会教育課
�������

　神埼市教育委員会　社会教育課
　�４４�２７３１
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おたっしゃ本舗は、介護に関する相談だけでなく、健康、福祉、虐待防止、

権利擁護など高齢者の暮らしにかかわる様々な相談や問題に対応する総合

相談窓口です。

平
成　

年
度
の
い
き
い
き
大
学
は
、

２１

２
月　

日
で
全　

回
の
講
座
を
修
了

２５

１３

し
ま
し
た
。

最
後
の
講
座
は
「
青
春
の
歌
・
心

の
歌
・
思
い
出
の
歌
」
と
題
し
て
、

九
州
龍
谷
短
期
大
学
の
水
頭
順
子
教

授
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
あ
ふ
れ
る
音
楽

の
授
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
声
の
出

し
方
、
顔
の
表
情
の
作
り
方
を
身
振

り
手
振
り
で
明
る
く
指
導
さ
れ
、
会

場
は
終
始
、
歌
と
笑
顔
で
満
た
さ
れ

ま
し
た
。

閉
校
式
で
は
、
實
松
信
子
学
長

（
市
教
育
長
）
か
ら　

人
の
パ
ー

５４

フ
ェ
ク
ト
賞
（
皆
勤
賞
）
と
３
１
６

人
の
修
了
証
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
来
年
度
も
健
康
で
い
き

い
き
学
び
ま
し
ょ
う
と
誓
い
合
っ
て

閉
校
し
ま
し
た
。

所在地・問い合わせ先変更後変更前センター名

神埼市役所　高齢障害課内
�３７�０１１１

神埼町神埼・西郷地区おたっしゃ本舗　神埼　

千代田総合支所　市民福祉課内
�３４�６０８０

千代田町千代田町おたっしゃ本舗　神埼南

脊振総合支所　市民福祉課内
�５９�２００５

脊振町脊振町・仁比山地区おたっしゃ本舗　神埼北
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自
己
の
資
産
と
ほ
か
の
固
定
資
産

の
評
価
額
を
比
較
す
る
こ
と
で
、

評
価
額
が
適
正
か
ど
う
か
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	

神
埼
市
内
に
土
地
・
家
屋
を
所
有

し
て
い
る
固
定
資
産
税
の
納
税
者

�
�
�
�
�
�

４
月
１
日
（
木
）
か
ら

 

５
月　

日
（
月
）
ま
で

３１

 

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

�
�
�
�
�
�
�
�

自
己
所
有
の
固
定
資
産
税
の
基
礎

と
な
る
価
格
な
ど
が
登
録
さ
れ
て

い
る
「
固
定
資
産
課
税
台
帳
（
名

寄
帳
）」の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	

固
定
資
産
の
所
有
者
（
納
税
義
務

者
）、
借
地
借
家
人
等

�
�
�
�
�
�

４
月
１
日
（
木
）
か
ら
通
年

 

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

�
�
�神

埼
市
役
所　

税
務
課

千
代
田
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
�
�
�
�
�
�

・
印
鑑

・
本
人
確
認
が
で
き
る
公
的
身
分
証

明
書
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
代
理
人
の
場
合
は
、

委
任
状
お
よ
び
代
理
人
の
公
的
身

分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
借
地
借
家
人
等
の
場
合
は

賃
貸
契
約
書
な
ど
（
有
償
の
賃
貸

借
で
対
象
と
な
る
土
地
・
建
物
が

明
確
な
も
の
）

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
役
所　

税
務
課

�
３
７�
０
１
１
４
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今
年
度
も
次
の
表
の
と
お
り
集
合

注
射
を
実
施
し
ま
す
。

注
射
は
ど
の
会
場
で
も
受
け
ら
れ

ま
す
。
犬
の
体
調
の
良
い
日
に
お
連

れ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�

・
新
規
登
録
犬

 

６,
０
５
０
円
／
頭

・
２
回
目
以
降

 

３,
０
５
０
円
／
頭

�
�
�
�
�

通
知
書
（
登
録
犬
の
み
）

手
数
料

ふ
ん
を
持
ち
帰
る
袋

�
�
�
�
�
�
�
 

生
後　

日
以
上
の
犬

９１

�
�
�
�
�

　

登
録
し
た
犬
が
死
亡
、
ま
た
は
人

に
譲
っ
た
場
合
は
、
次
の
窓
口
ま
で

届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
役
所　

保
健
環
境
課

�
３
７�
０
１
１
２

千
代
田
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
４
４�
４
２
６
５

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
５
９�
２
１
１
１
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子育てについて迷ったり…誰でもありますよね。

電話や窓口等で受け付けています。どなたでも気軽にご相談ください。

���　月～金曜日（祝日を除く）９：００～１６：００

�������

神埼市子育て支援センター
（千代田町保健センター内）
�４４�４９０８

�������	

親子で手遊びや歌遊びをして、楽しく触れ合

いましょう。

�����　４月１５日（木）

１０：００～１１：３０

������　千代田町保健センター

�����　２歳～
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親子で楽しくスキンシップ・いっぱい楽しく過

ごしましょう。

�����　４月２８日（水）

１０：００～１１：３０

������　千代田町保健センター

�����　０歳～１歳
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合
併
に
よ
り
行
政
区
域
が
拡
大
し
、

住
民
の
意
見
が
新
市
の
施
策
に
反
映

さ
れ
に
く
く
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

合
併
後
も
地
域
住
民
の
声
を
施
策
に

反
映
さ
せ
る
た
め
の
地
域
審
議
会
の

委
員
募
集
を
行
い
ま
す
。

地
域
審
議
会
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

区
域
に
お
け
る
新
市
建
設
計
画
の
変

更
や
執
行
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
市

長
の
諮
問
に
応
じ
て
審
議
し
答
申
し

た
り
、
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い

て
審
議
し
、
市
長
に
対
し
て
意
見
を

述
べ
た
り
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
　

各
町
３
人

�
�
�
�
�
�
　

２
年

�
�
�
�
�

市
内
在
住
で
満　

歳
以
上
の
方

２０

�
�
�
�
�
�
　

４
月　

日
（
水
）

１４

�
�
�
�
�

所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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・
神
埼
市
役
所　

市
長
公
室

・
各
総
合
支
所　

総
務
企
画
課

・
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

�
�
�
�
�
�
�
	


�

神
埼
市
役
所　

市
長
公
室

�
３
７�
０
１
０
２

※
応
募
書
類
は
、
各
総
合
支
所
総
務

企
画
課
窓
口
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

��������	
�
　ふるさと定住宅地造成事業「１００円宅地」の定住
者を募集します。

�����　４月１日（木）～５月７日（金）
�����　脊振町広滝字勝陣
�����　１区画
�����　４０９.３２㎡（１２３坪）
������　１坪当たり月１００円

（支払期間は、１５年間）
�����　契約締結日から譲渡を受ける日まで

（譲渡は転入の日から１５年経過後）
※詳しくは、市のホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。
�������　
神埼市役所　市長公室　�３７�０１０２
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�������	
������
市民の主体的な参画によるまちづくりを推進

していくため、市民の自主的かつ公益性のある活
動を行う団体に補助金を交付し、支援します。
例えば、
・地域のイメージアップを図るもの
・地元産品を活用し、地元産業の活性化を図るもの
・地域の自然及び歴史環境を活用したもの　など
������
・補助対象経費の２／３以内とし、２０万円を限度
（ただし、予算の範囲内とする）

　・１団体への補助は３年間を限度

������　４月３０日（金）

�������	
�
　・神埼市役所　市長公室
　・各総合支所　総務企画課
※補助対象団体としての条件があります。
詳しくは、市のホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。
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�������
神埼市役所　市長公室　�３７�０１０２




